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茅ヶ崎市は自転車を活用することで 

「人とまちが健康な都市」を目指します。 

 

 

 

はじめに（ごあいさつ） 
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(出典)厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準 2023」を基に作成           



 

 

 

 

  



 

 

 

 

本プランではＳＤＧｓの目標達成に向けた取り組みを推進していきます。 

 

 

 

  

 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）とは 

平成 27(2015)年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」で記載された平成 28(2016)年から令和 2(2030)年までの国際目標です。

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための 17 のゴールから構成され、地

球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。 
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策定の趣旨、自転車を取り巻く環境の変化、位置づけ、期間など 

計画策定の概要をご紹介します。 

茅ケ崎警察署前の国道 1号線(昭和 28年頃) 

茅ヶ崎市所蔵 

(出典) ちがだべ(デジタルアーカイブ) https://chigamu.jp/chigadabe/list/ 
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１ 策定の趣旨 

自転車は、平坦な地形やコンパクトなまちといった、本市の地理的な条件などから、手軽

に利用できる交通手段として広く市民の皆様に親しまれているとともに、スポーツや趣味な

どの余暇・健康づくりの一環として、生活の中で欠かすことのできない乗り物となっていま

す。 

そのため、本市では、「ひとを中心に考え、徒歩・自転車・公共交通を主体としたバランス

のある交通体系の構築」の基本方針に位置付けた「茅ヶ崎市総合交通プラン」を平成

14(2002)年３月に策定し、自転車の利用促進を、まちづくりを進めていく上で重要な施策と

位置づけました。その後、平成 16(2004)年３月に「ちがさき自転車プラン」、平成 26(2014)

年４月に「第２次ちがさき自転車プラン」（以下、「前プラン」という）を策定し、市民・事業

者・関係団体・市が連携を図りながら取り組みを推進してきました。 

前プランの計画期間の満了にあたり実施した市民アンケート調査によると、これまでの取

り組みにより自転車で移動する際の満足度が向上するなど、一定の効果が現れていますが、

日常的に自転車を利用する市民や、趣味・健康づくりのために自転車を利用する市民は増加

しておらず、さらなる利用促進のためには、前プランの取り組みを継続しつつも、一部手法

の見直し等を行う必要があります。 

また、本市においては、前プランの上位計画である「茅ヶ崎市総合交通プラン」の計画期

間が終了したことから、令和６(2024)年には新たに「茅ヶ崎市地域公共交通計画」を策定し

ました。本計画では社会状況の変化などに対応していくために「マイカーに過度に依存しな

くても誰でも気兼ねなくでかけられる」ことを目指しており、自転車の果たす役割は重要に

なっています。 

さらに、高齢化の進行や地球温暖化対策など多くの社会問題に対応するため、国は「自転

車活用推進法」を施行し、健康増進や環境負荷の低減等に資する自転車の活用推進を働きか

けており、単なる移動手段として自転車を捉えるのではなく、多様な視点から自転車の活用

を推進していくことが求められています。 

このような状況から、市民が暮らしを楽しみ、持続可能なまちであり続けるために、「第３

次ちがさき自転車プラン(自転車活用推進計画)」を策定し、市民、事業者、関係団体、市が連

携・協力しながら市民に親しまれている自転車の活用を推進します。 
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２ 自転車を取り巻く環境の変化  

自転車活用推進法の施行 

 平成 29(2017)年５月に自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的に

「自転車活用推進法」が施行されました。同法では地方自治体の責務を「国と適切な

役割分担を踏まえて、区域の実情に応じた施策を設定、実施する」「情報提供を通じて、

基本理念に関する国民・住民の理解を深め、かつその協力を得るよう努める」ことと

しています。 

 上記法整備を受け、国は平成30(2018)年6月に「自転車活用推進計画」(令和3(2021)

年 5月に「第 2次自転車活用推進計画」を策定)、県では令和 2(2020)年 3月に「神

奈川県自転車活用推進計画」(令和５(2023)年 3月に改定)を策定しました。 

道路交通法の改正 

 道路交通法の改正により、令和 5(2023)年 4 月 1 日から全ての自転車利用者の乗車

用ヘルメットの着用が努力義務となりました。さらに、自転車の交通違反に対する交

通反則通告制度(青切符)の適用などの改正道路交通法が令和 8(2026)年 5月 23日ま

でに施行が予定されています。 

神奈川県条例の施行 

 県は、平成 31(2019)年 4月に「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例」を施行し、自転車損害賠償責任保険への加入を義務化しました。 
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３ 位置づけ  

 本プランは、自転車活用推進法第１１条に位置付けた市町村自転車活用推進計画とし

て定めます。 

 本市が目指すべき公共交通の将来像、将来像の達成に向けた取り組み内容等を明示し、

「持続可能な交通で人々が行き交うまち」を基本理念とする「茅ヶ崎市地域公共交通

計画」における個別計画として策定します。 

 国・県の自転車活用推進計画及び本市の各計画や関連計画を踏まえて、自転車活用に

関する目標及び個別の具体施策を検討します。 

 

 

図表 1-1 第３次ちがさき自転車プランの位置づけ 

 

４ 期間 

計画期間は、令和 7(2025)年度から概ね 10年間とします。 

５ 対象区域 

茅ヶ崎市内全域とします。 
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本プランが目指すまちの姿とそれを実現するための方向性について、 

ご紹介します。 

中海岸の湘南海岸サイクリングロード(昭和 50年代初頭) 

茅ヶ崎市所蔵 

(出典) ちがだべ(デジタルアーカイブ) https://chigamu.jp/chigadabe/list/ 
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１ 計画の背景 

 

まちの特徴 

 

海、丘陵、川等、変化に富んだ自然があり、豊かな自然と人々の営みが調和して存在して

います。魅力的な自然環境が人を呼び、人が集まることによって、地域の歴史や文化が形成

され、茅ヶ崎独自の魅力が創られています。 

 

 

市域は東西 6.9ｋｍ、南北 7.6ｋｍ、面積は 35.76㎢で隣接する市町に比べて人口密度が

高く、市街地の地形は平坦でコンパクトなまちになっています。 

近くで自然、駅周辺、商店、住宅など様々な要素に触れられる環境があり、徒歩や自転車

で気軽に色々な場所へ訪れることができる―「人とまちの距離がちょうどよい。」ことが「茅

ヶ崎らしさ(価値や魅力)」※です。 

 

  
 

図表 2-1 本市と近隣市町の人口密度 

 

 

人とまちの近接性(距離が近い)が、待ち合わせや電車の時間を気にせずに過ごしている人

の姿やまちの雰囲気につながり、多くの人が本市に「明るい」「自由な」「ゆったりとした」な

ど軽やかな印象を抱いています。 

 

 

※茅ヶ崎らしさは、茅ヶ崎市景観計画(平成 31(2019)年 1 月)策定時に、市民アンケートや転入者へのヒアリン

グ等を基にとりまとめました。 

 人口密度(人／㎢) 

茅ヶ崎市 6,877 

平塚市 3,811 

藤沢市 6,384 

寒川町 3,618 

平塚市 
 

藤沢市 

寒川町 

(出典)令和 6年 7月 1日現在の各市町の 

ＨＰ公表データより 

自然豊かなまち 

コンパクトなまち 

明るく、自由でゆったりとしたまち 
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自転車利用の効果 

 

自転車のまちづくりを進めていく上で、本市が目指すまちづくりの方向性と整合を図る必

要があることから、まちが抱える課題や方向性に対して、自転車を利用することが寄与でき

るものについて、「茅ヶ崎市総合計画(2021-2030)」を踏まえ、次のとおり整理しました。 

 

 

 

全国的に本格的な人口減少・高齢化が進む中、本市は全国と比べて人口減少のスピートは

緩やかな一方、75歳以上の人口が急増すると見込まれています。 

 

図表 2-2 本市の年齢４区分別の人口構成比 

（出典：茅ヶ崎市の将来推計人口(令和 4年 1月推計)) 

 

それぞれのライフステージに応じて、健康づくりに取り組まれることで、一人一人が健康

で心豊かに暮らすことができるまちを目指しています。 

自転車に乗ることは、生活習慣病の予防などに効果があると言われており、いつもの移動

を自転車に置き換えることで、日常の生活の中で無理をせず運動することが可能になり、生

涯に渡る健康づくりに寄与します。 

 
超高齢社会への対応 
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住宅都市として発展してきた本市が、今後も持続可能なまちであり続けるために、地域資

源を活用し、多くの人が集まるにぎわいを創出することで地域の稼ぐ力を高めていく必要が

あります。 

市内外から訪れる人でにぎわい、さまざまな交流が生まれることで、活力に満ちたまちを

目指しています。 

自転車に乗って人がまちに出ることによる地域のにぎわい創出や地域内の産業の活性化に

つながります。また、サイクルツーリズムなどにより市外からも人を呼び込むことで、交流

人口・関係人口の拡大が期待できます。 

 

地域の魅力とした豊かな自然環境を未来に引き継いでいくため、市内にある自然環境の保

全の取り組みを進める必要があります。 

自然環境を保全し、環境負荷を低減する暮らしや事業活動が営まれることで、自然と共生

する環境が残されたまちを目指しています。 

自転車は、自動車等の他の交通手段と異なり、ガソリンなどの化石燃料を必要としないこ

と、また二酸化炭素を排出しないため、地球環境にやさしい交通手段であると言えます。マ

イカーから自転車への転換を図ることで、脱炭素につながり地域の環境負荷の低減につなが

ります。 

 

 

地震災害リスクとしての津波や延焼拡大だけでなく、近年の気候変動に伴う洪水や土砂災

害のリスクを抱えるなかで、地域内の防災力の向上が求められています。 

自然災害等の危機自体が発生しても行政機能等が維持される「強さ」と迅速な復旧・復興

を図ることのできる「しなやかさ」をもった安全・安心な地域社会の構築を目指しています。 

東日本大震災を契機に発災時の移動手段として自転車が注目されています。自転車は新た

な燃料が必要なく、被災により通行路が破損した場合等においても、被災状況の把握等に活

用することが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

活力ある地域経済 

自然環境の保全 

安全・安心の確保 
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人口減少を背景として、先を見据えた都市基盤の再構築が求められています。 

地域の特性を踏まえた様々な移動環境や歩行空間により、人々が安心して気軽に外出でき

るまちを目指しています。 

人口減少や高齢化など社会情勢が変化するなか、マイカーに過度に依存せず、公共交通・

徒歩・自転車で誰もが気兼ねなく移動できる環境づくりが進められています。自転車は広い

世代が気軽に利用できる乗り物であることから、日常の移動手段としての活用が期待できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)オランダ自転車大使館「ThinkBig –ThinkBike Dutch Cycling Vison」を一部修正 

 

 

 
人口変化に対応した都市づくり 

海外でも注目されている自転車の健康効果！ 

日本だけでなく海外でも自転車の利用を推進する計画が策定されています。ここでは

海外の計画等に記載されている自転車の健康効果についてご紹介します。 

 

 

サイクリングはより健康的な生活につながります 

体調を整える 深刻な病気を防ぐ 簡単にカロリーを消費できる 

がん 心疾患 早期死亡 
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自転車の活用について 

 

まちの特徴、自転車利用の効果を踏まえて、自転車の活用について次のとおりまとめまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎のライフスタイルに最適 

 

コンパクトで平坦な地形、人とまちの近接性

から自転車はまちの特徴に合った乗り物で、自

転車に乗ることで自由にまちを移動することが

できます。 

そして、明るく、自由で、ゆったりとしたライフ

スタイルを楽しむのに“ちょうどいい”茅ヶ崎らし

い乗り物です。 

地域課題の解決に有効 

 

自転車を利用することで得られる「健康づく

りに寄与」「地域経済の活性化」「環境負荷の

低減」「災害時の対応力の向上」「移動手段の

確保」といった効果は、まちが抱える様々な課

題の解決につながることが期待できます。 

 

 

本市が持続可能なまちであり続けるために、まちの特徴に合った自転車の利用促進が必

要です。 

そのために、過度にマイカーに依存することなく、人と自転車を優先したまちづくりを

行っていきます。 
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２ 目指すまちの姿  

本プランの「目指すまちの姿」は次のとおりです。 

 

 

私たちは自転車を活用することで「人とまちが健康な都市」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

自転車健康都市 

～いつまでも自転車に乗って楽しみ続けられるまち 茅ヶ崎～ 

人が健康 

いくつになっても元気で 

茅ヶ崎の風を感じながら 

ぷらっと山や海に行ったり、買い物にいったり、 

茅ヶ崎のライフスタイルを楽しんでいる 

 

 

 

まちが健康 

環境に優しく 

人々が行き交い 

活気があり続けるまち 
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３ 基本的な考え方 

 

現状と課題 

目指すまちの姿の実現に向け、自転車に乗る人を増やすとともに、様々な場面で活用して

いく必要があります。一方で、利用を促進していく中で次のとおり現状と課題等があります。 

自転車利用の機会が減少傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は平坦な地形など地理的な条件から自転車利用が多いまちです。本市の自転車利用割

合は 21.8％であり、神奈川県全域の 11.1％と比較すると約 10 ポイント程度高く、神奈川

県内の他の市町村と比較すると最も高くなっています。 

 

図表 2-3 県内の市町村別手段別利用割合（自転車利用割合上位 10市町） 

 

※神奈川県には政令指定市（横浜市、川崎市、相模原市）を除く 

 

（出典：第６回東京都市圏パーソントリップ調査結果) 

 

 

市町村 鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩 順位

茅ヶ崎市 21.0% 2.3% 27.2% 2.6% 21.8% 25.0% 1位

相模原市 22.0% 2.2% 32.3% 1.8% 16.5% 25.2% 2位

平塚市 15.1% 5.0% 39.0% 2.7% 16.2% 22.0% 3位

寒川町 13.1% 0.3% 50.4% 2.7% 15.6% 17.8% 4位

大和市 26.6% 0.8% 30.2% 1.5% 15.0% 25.9% 5位

藤沢市 27.8% 3.4% 26.2% 2.4% 14.4% 25.9% 6位

座間市 20.0% 1.7% 34.2% 2.5% 14.1% 27.5% 7位

川崎市 39.0% 4.5% 13.8% 1.5% 14.1% 27.1% 8位

大磯町 16.6% 1.9% 42.3% 3.4% 11.6% 24.2% 9位

小田原市 18.3% 1.5% 47.1% 1.5% 10.3% 21.2% 10位

神奈川県 22.4% 3.3% 36.8% 2.7% 11.1% 23.6%

 

 本市は県内でも自転車利用の割合が多いまちであるものの、利用者は減少している

傾向にあります。 

 前プランでは、利用の促進を図るため様々な取り組みを行っていましたが、成果は

必ずしもすぐに現れるものではないため、成果に結びつくような取り組みを継続し

て行っていく必要があります。 

 自転車の利用を促進していくためには、過度な自動車利用から自転車への転換を図

るとともに、安全・安心に利用できるための取り組みを行っていく必要がありま

す。 
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市内での日常的な移動で最も多く自転車を利用する割合は減少傾向となっており、10年前

と比較すると 10％減少しています。 

 

図表 2-4 市内での日常的な移動で最も利用回数が多い交通手段 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果) 

 

市民アンケート調査によると、自転車を利用しない理由としては「自家用車の利用」が最

も多く、次いで「自転車の走行中に危険性」「自転車走行環境の整備が不十分」となっていま

す。 

 

図表 2-5 自転車を利用しない理由 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

 

 

3%

6%

3%

12%

10%

10%

22%

25%

29%

6%

6%

6%

1%

1%

1%

3%

3%

3%

46%

41%

36%

8%

10%

10%

0%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

(n=1,341)

H30

(n=1,432)

R5

(n=1,425)

鉄道

バス（         含む）

自動車（自分で運転）

自動車（送迎）

タクシー

二輪車（原付含む）

自転車

徒歩のみ

その他

10%

17%

29%

11%

40%

17%

2%

15%

8%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車では移動距離が長いから

自転車が道路を走行する環境が整っていないから

自転車の走行中に危険を感じるから

自転車の駐輪環境が整っていないから

自家用車を利用するため必要が無いから

公共交通機関（タクシーを含む）を利用するため

必要が無いから

公共交通とのネットワークが整備されていないから

身体的な理由で乗れないから

何となく

その他

回答率

n=356
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参考 自転車利用に関するアンケート調査とは？ 

 前プランの事後評価と本プランの策定にあたり、市民の自転車の利用実態やニーズなどを

把握するために、令和 5(2023)年 10月に「自転車利用に関するアンケート調査」を行いま

した。 

 

■対象者 

市内居住者(15 歳～84 歳)から無作為に 3,000 人を抽出し、2,999 人を対象に調査票を

郵送(作成した宛名ラベルのうち不備のあった 1件を発送対象から除外) 

 

■調査方法 

 郵送送付、回答は紙回答かWEB回答のいずれかを選択 

 

■設問項目 

 ・自転車の保有状況 

 ・日常の外出で主に利用する交通手段 

 ・自転車の利用実態 

 ・自転車で事故や危険と感じた経験 

 ・自転車を利用する際の満足度 

 ・自転車を利用する際のルールの遵守状況 など 

 

■回収率 

50.6％(1,518人から回答) 
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安全・安心に利用できるための取り組みの必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の交通事故の７割以上が、国道や県道に比べて狭あいな一般市道で発生しており、ま

た、約 7割が交差点で発生しています。 

 

    

図表 2-6 路線別交通事故件数・交通事故の道路形状 

 （情報提供：茅ケ崎警察署) 

  

  

 

 前プランでの取り組みにより、自転車関連事故発生件数は減少しているものの、自

転車関係事故の占める割合は未だ高い状況となっています。 

 本市の道路は、狭く入り組んだ生活道路が中心で、信号機のない交差点が多く点在

している状況であることから、引き続き、自転車利用ルールの周知や注意喚起看板

等による交通事故対策に取り組むと共に、比較的幅員の広い幹線市道については自

転車走行空間の整備を計画的に進めるなど、安全・安心に利用できるための取り組

みを実施していく必要があります。 
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全人身交通事故件数は減少傾向ですが、自転車関係事故の占める割合、高齢者の事故の割

合は過年度から増加傾向で推移しています。本市の自転車交通事故の割合は 36.0％と県内の

市区町村で５番目に高くなっており、21年連続して「自転車交通事故多発地域」※に指定さ

れています。 

 

図表 2-7 市内の交通事故発生状況の推移 

（情報提供：茅ケ崎警察署) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自転車交通事故多発地域は、全事故に占める自転車事故の割合が県内平均より３ポイント以上高い地域が、神

奈川県交通安全対策協議会によって指定されます。 

675 571 536 514 546 548 459 465 492 389 

32.9%

28.5%
29.9% 29.4%

33.9% 33.2%

38.8%

35.1%

39.2%

36.0%

6.2%
5.3% 5.8%

8.0%
6.2% 6.8%

9.6%
8.0% 8.5%

6.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

300

600

900

1,200

1,500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全人身事故件数 「うち自転車が関係する事故」の割合 「うち65歳以上」の割合

全
事
故
件
数
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平成 26(2014)年に策定した「茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画(自転車ネットワーク計

画)」に基づき、自転車走行空間の整備を進めており、令和 5(2023)年度末時点の整備率

は 33.7％となっています。道路拡幅改良や舗装の打ち替え等のタイミングで、徐々に整

備を進めているものの、連続的なネットワークを構築するに至っていません。 

 

 

 

 

図表 2-8 自転車走行空間の整備状況 

（出典：都市政策課資料) 
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市民アンケート調査によると、自転車の利用回数を増やすために取り組むべき事項として

「自転車利用ルールの周知・徹底・教育」「自転車レーン等の自転車走行空間の整備」「狭い

道路、信号がない交差点等での交通安全対策」を望む声が多くなっています。 

 

図表 2-9 自転車の利用回数を増やすために取り組むべき事項 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果) 

 

57%

16%

27%

10%

6%

9%

30%

18%

17%

17%

42%

40%

38%

42%

53%

51%

49%

11%

14%

9%

11%

13%

11%

2%

7%

11%

2%

3%

13%

4%

4%

5%

7%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車利用ルールの周知・徹底・教育

自転車に関する情報の発信

茅ヶ崎独自の自転車利用のルールづくり

市民等との協働による自転車利用の促進

自転車のイメージ向上策の実施

「自転車のまち 茅ヶ崎」を     する     の開催

自転車修理・点検サービスの確立

適正な自転車放置禁止区域の設置

自転車放置禁止区域の周知

放置自転車撤去の推進及び厳しい対処

鉄道駅周辺の駐輪場の整備

買い物客向けの駐輪場の整備

使いやすい駐輪場サービスの推進

既存道路の整備・改善

自転車走行環境の整備

新たな自転車レーン等の整備

狭い道路、信号がない交差点等での交通安全対策

自転車での回遊性の確保

バス停周辺での駐輪場の整備

自動車駐車場への駐輪場の整備

レンタサイクルの拡充

シェアサイクルの拡充

「自転車のまち茅ヶ崎」自転車マップ作り

自転車競技施設の整備

自転車活用による健康の保持増進

災害時の自転車の有効活用体制整備

自転車を活用した国際交流の促進

観光旅客の来訪の促進、地域活性化支援

サイクリング環境の整備

サイクルスポーツの推進

自転車のIoT化の促進

自転車通勤等の促進（モビリティ・マネジメント）

ウォーカブルなまちづくりの推進

その他

回答率

n=1,451



 

- 19 - 

 

高まる観光需要への対応 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-10 太平洋岸自転車道（ＮＣＲ） 

（出典：太平洋岸自転車道ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ナショナルサイクルルートとは、自転車の活用による新たな観光価値の創造、地域創生を図るために国が指定するサイク

リングルートのこと 

 

 令和3(2021)年には太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルート※に指定され、柳島ス

ポーツ公園が県内唯一のゲートウェイに登録されました。 

 同地区では令和７ (2025) 年度に新たな道の駅「湘南ちがさき」のオープンを予定して

おり、さらに高まる観光需要への対応が必要です。 
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基本的な考え方 

 自転車の利用を促進するにあたり、誰もがルールを守り、マナーある自転車利用がさ

れるとともに、走りやすい環境を整備することは必要不可欠となります。そのため、

前プランで取り組んできたまちづくりの方向性である「おもいやりの人づくり」「風を

感じる空間づくり」の考え方を継続していきます。 

 前プラン策定時以降、自転車活用推進法の施行をはじめ、太平洋岸自転車道のナショ

ナルサイクルルート(NCR)への指定、災害時における自転車のさらなる活用推進の検

討が求められているなど、さまざまな社会情勢の変化に対応していくために、「暮らし

を楽しむ仕組みづくり」については、「暮らしにとけこむ仕組みづくり」「まちの魅力

に触れる仕掛けづくり」に整理し、取り組みを推進します。 

 

自転車を活用する必要性 

茅ヶ崎のライフスタイルに最適 地域課題の解決に有効 

 

“茅ヶ崎らしく”人と自転車を優先したまちづくりを進めていく  

 

目指すまちの姿 

 
 

“自転車健康都市”を実現するため、 

誰もがルールを守り、走りやすい環境を整備し、自転車の利用促進を図る 

 

実現に向けた４つの方向性 

 

 

 

 

おもいやりの 

心づくり 

自転車利用ルールの

周知徹底 

風を感じる 

空間づくり 

走行空間・駐輪場の

確保 

暮らしにとけこむ 

仕組みづくり 

日常での利用促進・

有効活用 

まちの魅力に触れる

仕掛けづくり 

自転車を楽しむ機会

の創出 

自転車健康都市 

～いつまでも自転車に乗って楽しみ続けられるまち 茅ヶ崎～ 
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評価手法 

「目指すまちの姿」を実現するための総合指標、４つの方向性ごとの「目指す姿」を実現

するための指標をそれぞれ設定します。 

５年後に中間評価、10年後(計画期間の満了時)に事後評価を実施し、プランの進捗状況を

確認します。 

評価時は設定した指標について、市民アンケート結果等のデータ(定量的な評価)や取り組

み内容(定性的な評価)をもとに、社会情勢の変化を考慮しながら評価を行います。 

 

総合指標を次のとおり設定します。なお、４つの方向性ごとの指標は、Ｐ25以降の方向性

ごとの取り組みで掲載しています。 

総合指標  

 「自転車健康都市」の 実現に向けて、市民・事業者・市がそれぞれの立場で取り組み

を進めている。 

 市内で自転車を利用しやすくなったと実感する市民が増加している。 

 市内で自転車を利用する市民が増加している。 
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※図中には関連する SDGｓを掲載 

※図中の「市民」「事業者」「市」は各取り組みを主に推進する主体を記載（「●」印が取り組みを推進する上での主体） 
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方向性ごとの取り組み ０3 

方向性ごとの取り組みについて、ご紹介します。 

交通安全パレード（南仲通り）(昭和 45年頃)  

茅ヶ崎市所蔵 

(出典) ちがだべ(デジタルアーカイブ)https://chigamu.jp/chigadabe/list/ 
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方向性１ おもいやりの心づくり ～自転車の利用ルールの周知徹底～ 

 

目指す姿 

 自転車利用者が軽車両の運転者としての自覚をもち交通ルールを守っています。自転車利

用者、自動車ドライバーが“おもいやり”をもった運転を心がけ、歩行者を含め安全・安心に

移動できています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記目指すべき姿をイラストで表現 
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まちの現在 

 前プランまでの取り組みで交通安全教室の開催や市民・関係団体・市が連携して自転

車利用ルール講習会、交通安全キャンペーンなどの周知・啓発活動を継続的に行って

きた結果、自転車事故の減少につながっていると考えられます。 

 市民アンケートでは、歩行者、自動車ドライバーの立場からみた「自転車利用者の交

通ルールの遵守」について、自転車利用者が交通ルールを守っていると思う（思う、や

や思う）割合は 15％となりました。 

 

 

図表 3-1 自転車利用者の交通ルールの遵守について 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

 

 市内における自転車関連事故における自転車利用者の法令違反の発生状況をみると、

安全運転義務違反としては、「安全不確認」や「動静不注視」が多く、その他としては

「交差点安全進行義務違反」が全体の 43％を占めています。 

 

図表 3-2 市内での自転車利用者の法令違反の発生状況（R1～R4 674件） 

（情報提供：茅ケ崎警察署） 

思う, 2%

やや思う, 13%

どちらともいえない, 28%

やや思わない, 31%

思わない, 26%

n=1,428

安全不確認, 9%

動静不注視, 7%

操作不適, 4%

その他, 1%

一時不停止, 5%

信号無視, 1%

通行区分, 1%

交差点安全進行義務, 43%

歩行者等優先通行妨害, 2%

その他, 4%

違反なし, 22%

安全運転義務違反
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 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用などの改正道路交通法の

施行を見据え、ライフステージや年齢層など、各段階に応じた自転車安全教育をさら

に向上させていく必要があります。 

 市民アンケートでは「自動車運転者の交通ルール等の遵守状況」について、自動車運

転者は自転車に配慮した運転をしていると思う（思う、やや思う）割合は 32％でした。

狭く入り組んだ道路が多いという本市の特性から、自転車利用者だけでなく、歩行者

や自動車ドライバーが互いの立場を理解するような周知啓発を行う必要があります。 

 

図表 3-3 自動車運転者の交通ルール等の遵守状況について 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

取り組み内容 

① (重点)自転車利用ルールの周知徹底 

② (重点)他者への“おもいやり”精神の醸成 

③ (重点)自動車ドライバーへの啓発 

期待される効果 

歩行者、自転車利用者、自動車ドライバーなど誰もが安全・安心に移動できる環境になっ

ています。 

評価指標  

「目指す姿」の実現に向けて、指標を次のとおり設定します。 

 多様な市民が自転車のルールやマナーを学ぶ機会が提供されている。 

 自転車利用者が事故のリスクを知ることで未然に防ぎ、交通事故が減少している。 

 歩行者・自転車・自動車等が、道路という公共空間を共に使うという自覚を持ち、お互

いに配慮し、交通ルールを守って利用している。 

思う, 8%

やや思う, 24%

どちらともいえない, 35%

やや思わない, 22%

思わない, 11%

n=1,023
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① （重点）自転車利用ルールの周知徹底［市民、事業者、市など］ 

 

高齢者や事業者、子どもから大人まで幅広い層を対象とした交通安全教育を実施し、引き

続き自転車利用ルール（自転車安全利用五則）の周知徹底を図ります。 

実施にあたっては、イベントを活用するなど新たな受講機会の創出や、自転車利用者が守

っていない交通ルールを重点的に周知啓発、教育を行うなど、ルールに対する理解が進むよ

うに質的向上を含めて検討します。 

＜事業＞ 

・ 自転車安全利用五則の周知徹底など自転車利用教育の推進 

・ 交通安全教室の動画配信など受講機会の創出 

・ ライフステージや年齢層など各段階に応じた交通安全教室の実施 など 

 

これまでの取り組み 交通安全教室の実施 

ライフステージに応じた交通安全教室の開催、学校・地域と連携した自転車止まれス

テッカー大作戦の実施など、様々な取り組みの継続的な実施により、交通安全教育を推

進してきました。 

 

自転車ルール講習会

 

自転車止まれステッカー大作戦 

 

 

  

【拡充】すき間のない交通安全教育の実施 

茅ヶ崎市交通安全対策協議会 
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データ① 事故にあった自転車利用の年齢は？  

自転車利用者の年齢区分の構成比の推移をみると、45～64歳の比率が年々増加してい

ます。今後の超高齢社会を見据えると、この世代も含めた幅広い年齢層をターゲットとし

た交通安全教室等を行うことが必要です。 

 

図表 3-4 事故にあった自転車利用者の年齢 

（出典：交通事故統計情報のオープンデータ（警察庁）) 

 

データ② 自転車関連事故が多く発生する場所とは？ 

市内の自転車関連事故（令和元年～令和４年）をみると、「自動車」との衝突事故が

76％で最も多く、「交差点内」が 67％と最も多くなっており、交差点の交通安全対策に

取り組む必要があります。 

■相手当事者別 ■250mメッシュ別の自転車関連事故件数 

 

 

■道路形状別 

 

（出典）交通事故統計情報のオープンデータ（警察庁） 

35% 29% 27% 30%

20%
22% 24% 22%

21% 24% 27% 30%

24% 25% 21% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2020 2021 2022

0～24歳 25～44歳 45～64歳 65歳以上

自動車, 76%

二輪車, 9%

歩行者, 4%

自転車相互, 4%

自転車単独, 4% 不明, 3%

交差点内, 67%

交差点付近, 3%

一般単路, 27%

カーブ・屈折, 1% 一般交通の場所, 2%
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これまで地域や関係団体などと協働で行ってきた啓発活動を継続して行うとともに、転入

者への交通安全リーフレットの配付など、様々な場面を捉えて安全啓発していきます。 

啓発活動としては、自転車運転中のスマートフォン、イヤホンの使用などの“ながら運転”

の禁止に関する街頭指導も行っていきます。 

警察や交通安全関係団体などと協働で、より効果的な自転車利用ルールの周知・啓発に係

る新たな手法を検討します。 

＜事業＞ 

・ 地域ぐるみのイベント・街頭啓発活動の実施 

・ 転入者への自転車利用ルールの周知 

・ 自転車利用ルールの周知・啓発に係る新たな手法の検討 など 

 

これまでの取り組み 交通安全キャンペーン 

新型コロナウイルスの影響により、交通安全キャンペーンが中止となった年度もあり

ますが、地域、関係団体との連携し、様々な啓発活動を継続的に実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【継続】地域、関係団体との協働による啓発活動 

コラム 青切符制度につい交通ルールを守らないと・・・ 

自転車の交通違反に対し反則金の納付を定め、自転車事故や悪質な運転を防止するなどを目的

とした改正道路交通法が令和６年５月に可決され、令和８(２０２６)年までに施行されることになりまし

た。 

また、令和６(2024)年１１月１日には、スマートフォンを使用しての自転車運転や酒気帯び運転に

ついての罰則の規程が道路交通法の中に規定される予定です。 

茅ヶ崎市は、地形的にもフラットな地域が多く、自転車利用者が県内他市に比べ多く、また、自転車

等が起因する交通事故の件数については増加傾向にありますので、引き続き、自転車ルール・マナー

の周知啓発は必要です。 
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市民は ・ 交通安全教室などに積極的に参加し、自転車利用ルールを学び

ましょう。 

・ 地域ぐるみのイベントや街頭啓発活動などに積極的に参加しま

しょう。 

・ 自転車利用ルールを守り、正しく自転車に乗りましょう。 

警察は ・ 自転車利用ルールについて指導します。 

関係団体・市は 

【協働で実施】 

・ 自転車利用ルールの周知・啓発に係る手法を検討し、これを実施

します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

すき間のない交通安全教育の実施 

自転車安全利用五則の周知徹底など

自転車利用教育の推進 

   

交通安全教室の動画配信など受講機

会の創出 

   

ライフステージや年齢層など各段階

に応じた交通安全教室の実施 

   

地域、関係団体との協働による啓発活動 

地域ぐるみのイベント・街頭啓発活

動の実施 

   

転入者への自転車利用ルールの周知 

 

   

自転車利用ルールの周知・啓発に係

る新たな手法の検討 

   

 

凡例：  実施（事業中、または継続的な取り組みを含む） 

 

 試行（熟度や関係機関調整を図りながら事業化を目指すもの） 

 

 検討・準備（実施の可能性について検討を進める事業） 

 

 

  

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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②  （重点）他者への“おもいやり” 精神の醸成［市民、事業者、市など］ 

 

現在行っている自転車交通安全教室について、自転車に乗り始める幼児から通学に利用

する高校生までを対象とした段階的かつ体系的な自転車交通安全教育を継続して行います。 

学校教育と連携した家庭教育の支援については、交通安全教室への保護者の参加を促す

など、参加者拡大といった工夫を含め、引き続き検討します。 

＜事業＞ 

・ 学校などでの実車を使用した自転車交通安全教室の実施 

・ 学校教育と連携した家庭教育の支援の検討 など 

 

 

狭く入り組んだ道路が多い本市の道路事情を踏まえると、歩行者、自転車、自動車等が

お互いに“おもいやり”をもって、限られた空間を譲り合うことが重要です。また、他者

への“おもいやり”の精神を育むには、他者を知ることも重要となります。 

そこで、広報ちがさきなどのメディアの活用を通年継続するなど、「他者への“おもいや

り精神“の醸成」に向けた啓発活動について、手法の検討を含めて行っていきます。 

＜事業＞ 

・ 市民の“ おもいやり”精神を育む方法の検討 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡充】段階的かつ体系的で、地域・学校の環境に応じた自転車交通安全教育の推進 

【継続】市民が問題意識に気づき、考え、正しい行動を自発的にとるような啓発活動 
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市民は ・ 学校での交通安全教育を通じ、家族で自転車利用ルールを学び

ましょう。 

・ 他者への“おもいやり”の心で、正しく自転車に乗りましょう。 

警察は ・ 自転車利用ルールについて指導します。 

・ “おもいやり”精神を育む方法や市民の心に訴える啓発方法を

検討します。【関係団体・市と協働で実施】 

関係団体・市は 

【協働で実施】 

・ 参加者拡大につながる手法を検討し、これを実施します。 

・ “おもいやり”精神を育む方法や市民の心に訴える啓発方法を

検討します。【警察と協働で実施】 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

段階的かつ体系的で、地域・学校の環境に応じた自転車交通安全教育の推進 

学校などでの実車を使用した自転車交

通安全教室の実施 

   

学校教育と連携した家庭教育の支援の

検討 

   

市民が問題意識に気づき、考え、正しい行動を自発的にとるような啓発活動 

市民の“ おもいやり”精神を育む方法

の検討  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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③  （重点）自動車ドライバーへの啓発［市民、事業者、市など］ 

 

自転車が安心して車道を走行するためには、自転車利用ルールの徹底に加え、自動車ド

ライバーが、自転車が同じ車道を走行することを認識することが重要となります。 

そこで、自転車に配慮した運転に関するポスターの掲示などの啓発活動を行うとともに、

自動車ドライバーが集まる機会を活用するなどして、自転車に配慮した運転に関する啓発

活動を継続して行っていきます。 

＜事業＞ 

・ 自動車ドライバー向け啓発ポスターの設置の検討 

・ 自動車ドライバーが集まる機会を捉えた啓発活動の検討 など 

 

これまでの取り組み 自動車ドライバーへの注意喚起用看板を設置 

自動車ドライバーへの啓発については、注意喚起用看板を設置するなど、様々な啓発

活動等を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【継続】自動車ドライバーへの自転車の車道走行などに関する啓発活動 
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市民は ・ 自転車が車道を走行することを認識し、自転車に配慮した運転

を心がけましょう。 

警察・関係団体・

市は【協働で実施】 

・ 自動車ドライバーに対して、自転車に配慮した運転に関する啓

発活動を行います。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

自動車ドライバーへの自転車の車道走行などに関する啓発活動 

自動車ドライバー向け啓発ポスター

の設置の検討 

   

自動車ドライバーが集まる機会を捉

えた啓発活動の検討  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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方向性２ 風を感じる空間づくり ～走行空間・駐輪場の確保～ 

 

目指す姿 

自転車の走行環境の整備や駐輪場が整備されることで、自転車で茅ヶ崎の風を感じながら、

快適でストレスを感じることなく移動できる環境になっています。 

 

上記目指すべき姿をイラストで表現 
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まちの現在 

 市民アンケートでは 10年前と比べ自転車を利用しやすくなった(利用しやすくなった、

やや利用しやすくなった)の回答は 31%であり、利用しやすくなった点としては、「自

転車走行レーン等の整備」が最も多く（62％）、「買い物客向けの駐輪場の整備」（37％）

や「鉄道駅周辺の駐輪場の整備」（24％）が続いています。自転車利用の快適性には「自

転車走行空間の整備」「駐輪場の整備」は必要不可欠です。 

 

図表 3-5 10年前と比べて利用しやすくなった点 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

 

 これまで自転車走行空間整備や細街路の交差点での自転車走行空間整備の検討を行っ

てきましたが、市民アンケートでは「自転車レーン等の自転車走行空間の整備」「狭い

道路、信号がない交差点等での交通安全対策」を望む声が多く、整備が十分とは言え

ない状況で、整備手法の見直しも含めて検討する必要があります。(Ｐ18) 

 さらなる観光需要の高まりに対応するため、市域を跨ぐ広域的な自転車ネットワーク

の視点で検討する必要があります。(Ｐ19) 

 方向性１にもあるように、自転車関連事故は交差点内で多く発生しています。狭く入

り組んだ道路や信号が無い交差点等、整備が十分に進められていないという本市の道

路事情を踏まえ、交通事故防止対策を検討する必要があります。 

 利用者や保有自転車が多様化する中、新たなニーズに対応できるよう、駐輪場の利便

性向上を図っていく必要があります。 

取り組み内容 

① (重点)自転車走行空間の整備 

② 利用しやすい駐輪場の整備・運営 

③ 放置自転車の対策 

17%

4%

2%

21%

18%

24%

37%

8%

23%

19%

62%

5%

2%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自転車利用者のルールの遵守

自転車のイメージ向上

自転車利用を広くアピールするイベントの開催

適正な自転車放置禁止区域の設置

放置自転車撤去の推進及び厳しい対処

鉄道駅周辺の駐輪場の整備

買い物客向けの駐輪場の整備

使いやすい駐輪場サービスの推進

既存道路の整備・改善

自転車走行環境の整備

自転車走行レーン等の整備

バス停周辺での駐輪場の整備

レンタサイクルシステム

シェアサイクルシステム

その他

合計

(n=284)

回答率
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期待される効果 

自転車ネットワークの整備が進むことで自転車の回遊性が高まるとともに、自転車走行環

境、駐輪環境の整備により、茅ヶ崎の風を感じながら快適に移動できるようになります。 

評価指標 

「目指す姿」の実現に向けて、指標を次のとおり設定します。 

 自転車走行空間や駐輪場など自転車を使いやすい環境の整備が進められている。 

 自転車で移動しやすい、走りやすいと感じる市民が増加している。 

 駐輪場や駐輪スペースが適切に利用されていて、路上駐輪が減少している。 
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①  （重点）自転車走行空間の整備［市など］ 

 

自転車は軽車両であり、車道走行が原則です。しかし、「車道が狭くて走りにくいから」、

「自転車で走行するための専用空間がないから」といった理由から、歩道を走行する実態

が未だみられます。歩行者等が安全・安心に移動するためにも、自転車の車道走行を徹底

させる必要があります。 

そこで、「茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（自転車ネットワーク計画）」に基づき、自転

車専用レーンや法定外路面標示など自転車走行空間の整備を計画的に進めていきます。 

平成 27(2015)年 3月に策定した「茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（自転車ネットワー

ク計画）」が終期を迎えることから見直しを行います。見直しにあたっては、令和３(2021)

年５月に太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルート（ＮＣＲ）に指定されたことを踏

まえて、広域ネットワークの視点でも検討していきます。 

＜事業＞ 

・ 自転車ネットワーク計画の見直し 

・ 自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した道路環境整備 など 

・  

 

図表 3-6 自転車ネットワーク計画 

（出典：茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（自転車ネットワーク計画）） 

【拡充】自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自転車走行空間の確保 
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これまでの取り組み 自転車走行レーンや法定外路面標示の整備 

自転車ネットワーク計画に基づき自転車専用レーンや法定外路面標示の整備に取り

組んできました。 

  

自転車専用レーン 法定外路面標示 

 

 自転車走行空間の整備方法とは？ 

自転車走行空間の整備方法は、自動車の通行を認めない自転車道・自転車専用通行帯

を整備する形式と、矢羽根やピクトグラムのようなマークによって自転車の通行位置を

表示する法定外路面標示という方法があります。 

 本市では道路の幅員等に応じて整備方法を決定しています。 

■自転車道 ■自転車専用通行帯 ■車道混在 

歩行者や自動車と自転車

の通行部分を縁石又は工作

物で連続して分離するもの

です。 

車道の左側に普通自転車

専用通行帯の交通規制を実

施し、道路標識等により自

転車走行空間を明確化（左

側一方通行）するものです。 

路面標示などにより車道

内における自転車の通行位

置を明示するものです。 

   

   

（出典）「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（国土交通省 平成 28年７月） 
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鉄道駅周辺など自転車や歩行者が多く行き来する既存道路の改善の際には、歩行者や自

転車等の安全性や中心市街地のにぎわいに配慮した整備・改善（道路空間の再配分など）

を検討します。 

路肩など車道端部の路面において、通行の妨げとなる段差や溝の解消、自転車走行環境

(空間)整備など、自転車が車道を安全に走行できる道路環境の整備を推進します。 

＜事業＞ 

・ 既存道路における自転車に配慮した整備・改善（道路空間の再配分など） など 

 

 

これまでの取り組み 段差や溝の解消例 

通行の妨げとなる段差や溝の改修を行ってきました。 

実施前 実施後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【継続】既存道路の整備・改善（道路空間の再配分） 
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本市は狭く入り組んだ道路が多く、道路上に歩行者、自転車、自動車等が混在していま

す。そのような状況では、自動車は歩行者等や自転車に、自転車は歩行者等に配慮し、ゆ

っくり走ることが求められます。 

そこで、ゾーン 30※や一方通行化など、一般車両の制限速度の見直しや通行規制、路面

標示による速度抑制対策などの道路づくりの両面から、自動車走行速度の抑制策の導入に

向けて引き続き検討します。 

＜事業＞ 

・ 路面標示や物理的な対策などの道路づくりによる一般車両の走行速度抑制策の検

討 など 

 

 

■狭さくの例 ■ゾーン 30の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ゾーン 30とは、抜け道利用や自動車の走行速度を抑制することで歩行者の安全を確保するものです。 

【継続】自動車走行速度の抑制 
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本市は狭く入り組んだ見通しの悪い道路や交差点が多いため、交通事故の危険性があり

ます。 

事故が多発する生活道路や交差点部において、注意喚起の看板や路面ステッカーの設置

など、交通事故防止対策を検討します。 

 

＜事業＞ 

・ 注意喚起看板や路面ステッカー等、交通事故防止対策の検討 など 

 

 

■注意喚起看板の例 ■路面ステッカーの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡充】道路の交通事故防止対策 
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市民は ・ 車道が原則、左側通行を守り、正しく自転車に乗りましょう。 

警察は ・ 国・県・市が行う自転車走行空間の整備に助言を行うなど協力し

ます。 

国・県・市は ・ 自転車走行空間の整備に努めます。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自転車走行空間の確保 

自転車ネットワーク計画の見直し 
   

自転車専用レーンや法定外路面標示を

活用した道路環境整備 

   

既存道路の整備・改善（道路空間の再配分） 

既存道路における自転車に配慮した 

整備・改善（道路空間の再配分など） 
   

自転車走行速度の抑制 

路面標示や物理的な対策などの道路づ

くりによる一般車両の走行速度抑制策

の検討 

   

道路の交通事故防止対策 

注意喚起看板や路面ステッカー等、交

通事故防止対策の検討 

 

 

 

 

  

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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②  利用しやすい駐輪場の確保［事業者、市など］ 

 

鉄道駅など自転車利用が多い地区において、令和４(2022)年度に実施した自転車等需要

予測調査を踏まえ、需要に応じた駐輪場の整備を引き続き検討します。 

市営駐輪場などでは、障がい者や高齢者などへの優先スペースの確保などのサービスを

行うとともに、質の高いサービスが展開できるよう、駐車場管理者と連携して、高齢者や

障がい者、子ども連れ利用者といった幅広いニーズに対応できるよう、サービスの導入・

改善等を検討します。 

＜事業＞ 

・ 駐輪需要に応じた駐輪場の再整備（適正化に向けた検討を含む） 

・ 高齢者や障がい者、子ども連れ利用者に配慮したサービスの検討 など 

 

データ 保有自転車の種類の多様化 

平成 30(2018)年度と比較して「自転車をもっていない」の割合が増加したものの、

最も割合の高い「シティサイクル（ママチャリ）」の比率が減少し、「スポーツ自転車」

と「子ども乗せ自転車」の合計割合が増加し、保有自転車の種類は多様化しています。 

多様化する自転車に対応できるように駐輪場のサービスの検討・改善を検討する必要

があります。 

 

図表 3-7 よく利用する自転車の種類 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

 

 

 

 

 

78%

68%

60%

6%

7%

10%

2%

4%

3%

5%

6%

5%

3%

3%

5%

6%

10%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

(n=1,335)

H30

(n=1,405)

R5

(n=1,443)

シティサイクル(ママ

チャリ)

スポーツ自転車

折りたたみ自転車

子ども乗せ自転車

その他

自転車をもっていない

【拡充】利用しやすい駐輪場の整備・運営 
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市民は ・ 路上ではなく駐輪場に駐輪します。 

施設管理者は ・ 利用しやすい駐輪場とするための駐輪サービスを検討します。 

市は ・ 駐輪需要を調査し、駐輪場の整備を検討します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

利用しやすい駐輪場の整備・運営 

駐輪需要に応じた駐輪場の再整備 
   

高齢者や障がい者、子ども連れ利用

者に配慮したサービスの検討 

   

 

  

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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③  放置自転車の対策［市など］ 

 

本市では、放置自転車等が特に多い茅ヶ崎駅、香川駅周辺に自転車等放置禁止区域を指

定するとともに、平成 23(2011)年７月から撤去した放置自転車の引取りを有料化し、放

置自転車の削減に努めています。 

また、一定規模以上の商業施設等の整備に対し駐輪場の整備を義務化し、民間事業者の

協力により、自転車等の放置台数は減少傾向となっています。放置自転車のさらなる解消

のため、自転車放置禁止に関する啓発活動を継続して行います。また、自転車放置禁止区

域の設定については、自転車放置の実態を踏まえ、必要に応じて見直しを検討します。 

＜事業＞ 

・ 自転車放置対策の啓発活動の実施 

・ 自転車放置禁止区域の見直し など 

 

図表 3-8 自転車等の放置台数の推移 

（出典：安全対策課） 

 

 
 

図表 3-9 自転車等放置禁止区域の標識と看板 
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【継続】自転車放置禁止区域の見直し・啓発活動 
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市民は ・ 路上ではなく駐輪場に駐輪します。 

関係団体は ・ 自転車放置対策の啓発活動を行います。【市と協働で実施】 

市は ・ 自転車放置対策の啓発活動を行います。【関係団体と協働で実

施】 

・ 必要に応じ、自転車放置禁止区域を見直します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

自転車放置禁止区域の見直し・啓発活動 

自転車放置対策の啓発活動の実施 

 
   

自転車放置禁止区域の見直し  
   

 

  

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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方向性３ 暮らしにとけこむ仕組みづくり ～日常での利用促進・有効活用～ 

 

目指す姿 

市民が自転車の利便性やメリットなどの魅力を知ることで、通学、通勤、買い物など日々

の生活の中で自転車を利用する機会が増えています。 

シェアサイクルの活用や公共交通との連携を図ることで、日々の暮らしの中で自転車を利

用しやすい仕組みが構築されています。 

 

上記目指すべき姿をイラストで表現 
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まちの現在 

 本市は移動に対する自転車分担率が県内１位となっていますが、市民アンケートでは

「世帯当たりの自転車保有台数」、「自転車利用可能な距離」、「市内での自転車の利用

回数」が減少しています。 

 

  

図表 3-10 自転車保有台数※1・自転車利用可能な距離※2 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 

※1「家族の人数」を回答し、「自転車の台数」が無回答の場合は、「自転車の台数」が 0台と判断し、集計 

※2利用可能な距離を 100km以上と回答したサンプルは除外して集計 

 

 市民アンケートでは「自転車を利用する理由」としては、「気楽に乗れるから(気軽さ)」

と回答した人が最も多く、「便利だから(利便性)」、「渋滞がなく、早く行けるから」が

上位を占めています。自転車の利用促進を図るためには、自転車のメリットを周知す

るとともに、自転車を気軽に選択できる環境づくりをしていく必要があります。 

 

図表 3-11 自転車を利用する理由 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 
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n=1,016
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 地震等の大規模災害発生時は、自動車利用が大きく制約されます。万一の災害など、

さまざまなリスクに対する備えが必要です。 

 

取り組み内容 

① (重点)自転車利用機会の創出 

② 「自転車のまち」のＰＲ 

③ 公共交通機関との連携 

④ 災害時における自転車の活用 

期待される効果 

 市民の外出機会の増加、健康増進につながるとともに、自家用車からの自転車への転

換が進み、暮らしの中で自転車の利用機会が増加します。 

 災害時における自転車の有効活用体制を構築することで、被害状況などの効率的な情

報収集や情報伝達等の手段の確保につながります。 

評価指標 

 「目指す姿」の実現に向けて、指標を次のとおり設定します。 

 自転車の魅力や活用方法が発信されていて、自転車の利用を促進する取り組みが行わ

れている。 

 おでかけの際に移動する方法として、自転車を選ぶ市民が増加している。 

 通勤や業務に自転車を活用する市民・事業者が増加している。 
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① （重点）自転車利用機会の創出［市民、事業者、市など］ 

 

令和元(2019)年８月から神奈川県を中心に湘南地域４市３町でシェアサイクル※の実

証実験事業を開始し、湘南地域の観光地の回遊性を高める取り組みを進めています。 

本市にはシェアサイクルのポートが２９箇所整備されており、市域内での移動やまちな

か観光だけでなく、市域を跨ぐ移動や周遊観光においても多く利用されているため、ポー

トの整備を進めています。 

鉄道などにより本市を訪れた方の２次交通手段として、そして日常生活での利便性の向

上を図るためシェアサイクルポートの増設を検討するとともに、レンタサイクルやシェア

サイクルのさらなる利用促進を図っていきます。 

＜事業＞ 

・ 既存のレンタサイクル・シェアサイクルの利用促進策の検討 

・ シェアサイクルポートの設置を協議 など 

 

 

図表 3-12 市内のシェアサイクルポートの整備状況 

（出典：茅ヶ崎市作成） 

 

※シェアサイクルとは、利用者がどこのシェアサイクルポートでも自転車を借りる・返却できる自転車共有サー

ビスです。 

【拡充】シェアサイクルなどの利用促進 
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令和５(2023)年度の市民アンケートでは、「健康増進・体力づくり」での自転車利用が

９％にとどまっています。 

本市では、令和５(2023)年度にＮＰＯ法人と連携して「自転車通勤拡大による脱炭素・

健康増進社会実現のための実証実験事業」を実施し、健康づくり等に着目した自転車利用

を促進しています。 

自転車は、健康増進や環境負荷の低減に寄与する交通手段です。多くの人々が自転車を

選択できる環境づくりに努めていくことが自転車利用促進には有効であるため、引き続き、

市民の健康づくり等に着目した自転車利用促進策を検討します。 

＜事業＞ 

・ 健康づくり等に着目した自転車利用促進策の検討（モビリティマネジメント） 

・ 通勤での自転車利用の推進 など 

 

データ 自転車の利用目的 

定常的な移動である「通勤」や「買い物」での利用が多くなっていますが、「趣味・レ

ジャー」や「健康増進・体力づくり」での利用は令和５(2023)年でそれぞれ 23％、９％

で過年度と比較すると横ばいとなっています。 

 

図表 3-13 自転車の利用目的 

（出典：自転車利用に関するアンケート調査結果） 
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【拡充】健康づくり等に着目した自転車利用促進 
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これまでの取り組み 市の自転車通勤の取り組み 

市では、健康増進の観点から自転車の有効性を検証するため

に、令和元(2019)年に市職員を対象に、約半年間に渡って自転

車通勤を行う企画を実施しました。その結果、身体面や精神面で

健康増進効果があるという傾向が見られました。 

また、国(自転車活用推進本部)が企業活動での自転車通勤や

業務利用を拡大するために創設した「『自転車通勤推進企業』宣

言プロジェクト」に令和２(202０)年に全国の市で初めて、宣言企

業に認定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車通勤って実際にどうなの？ 

自転車通勤と聞いて何だか大変そう・・」と感じる方も多いかもしれません。 

ここでは実際に自家用車から自転車に通勤方法を切り替えた方の「職場まで自転車で往復して

みて良かったと思う事」についてアンケートをとった結果をご紹介します。 

 

作成中 
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自転車を使うことによるメリットや便利な利用方法などの発信を検討し、通勤や買い物

など日常的な自転車の利用を提案していきます。 

また、自転車の点検・整備や防犯対策の促進に向けた啓発活動を引き続き行います。 

＜事業＞ 

・ 自転車の利用方法の提案 

・ 自転車の点検・整備の促進 

・ 防犯対策の促進    

・ 自転車損害賠償責任保険への加入促進 など 

 

 

 

 

 

 

【継続】自転車の利用方法の提案による自転車利用促進など 

ちょっとそこまで自転車で行ってみよう！ 
できることから“試しに”自転車で移動してみましょう。新しい発見があるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 快適なサイクリングのために！まず自転車の安全点検 

ついつい後回しにしていませんか？自転車の点検。事故を防ぐために日頃の点検は大切です。 

そして、しっかり整備されている自転車は漕ぎやすく、サイクリングも快適になります。 

サイクリングの時間をより楽しむためにも、自転車の安全点検を行いましょう！ 

 

点検の合言葉は「ブタはしゃべる」です。 

 

ブレーキ   タイヤ   ハンドル   車体    ベル 

 

 

自転車の点検をし、異常が見つかったり、定期的な整備をしたりする時は、自転車専門店に依頼

するなど、自転車を安全に乗るための準備をしましょう。 

 

いつもの通勤を自転車に 

かえてみる 

荷物の少ない日の買い物は 

自転車で行ってみる 

飲み会の時はお店まで 

シェアサイクルを利用してみる 



 

- 57 - 

 

 

市民は 

（事業所は） 

・ 自身の健康づくりに配慮し、通勤や日常的な移動にシェアサイ

クルをはじめとした自転車を利用しましょう。 

・ 自転車を大切に、長く使いましょう。 

・ 万が一の事故に備え、自転車保険に加入しましょう。 

・ 事業所は、通勤用の駐輪場を整備し、自転車通勤を推進しましょ

う。 

関係団体は ・ 既存のシェアサイクルを含め、シェアサイクルポートを増設す

るなど利用促進策を検討し、実施します。【市と協働で実施】 

市は ・ 自転車利用による通勤、自転車利用による健康づくり等を推進

します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

シェアサイクルなどの利用促進 

既存のレンタサイクル・シェアサイ

クルの利用促進策の検討 

   

シェアサイクルポートの設置を協議    

健康づくり等に着目した自転車利用促進 

健康づくり等に着目した自転車利用

促進策の検討 

   

通勤での自転車利用の推進 

 

   

自転車の利用方法の提案による自転車利用促進など 

自転車の利用方法の提案 

 

   

自転車の点検・整備の促進 

 

   

防犯対策の促進 

 

   

自転車損害賠償責任保険への加入促

進 

   

 

 

 

 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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②  「自転車のまち」のＰＲ［市民、事業者、市など］ 

 

前プランでは、「自転車のまち 茅ヶ崎」やその活動を広く発信するため、「ちがさきヴ

ェロ・フェスティバル」などのイベントが開催されてきました。 

引き続き、自転車をまちの特徴のひとつとして位置づけ、平成 30(2018)年に製作した

ロゴマークを有効活用しながら、ホームページの活用やイベントの開催を通じて、自転車

の取り組みを市内外に広く発信します。 

＜事業＞ 

・ ホームページの活用や様々なイベントでの広報活動の実施 など 

 

これまでの取り組み ブランドマークの創出 

平成 30(2018)年度にロゴマークを製作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民は ・ 自らが「自転車のまち」を作る一員であることを認識しましょ

う。 

関係団体・市は ・ ホームページや既存イベントなどの開催などを通じ、「自転車の

まち」を積極的にＰＲします。 

・ ロゴマークを活用し、自転車関連施策を一体的に推進します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

ホームページやイベントでの情報発信 

ホームページの活用や様々なイベン

トでの広報活動の実施 

   

 

 

 

【継続】ホームページやイベントでの情報発信 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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③  公共交通機関との連携［事業者、市など］ 

 

鉄道駅など自転車利用が多い地区において、令和４(2022)年度に実施した自転車等需要

予測調査を踏まえ、関係者と連携して需要に応じた駐輪場の整備を引き続き検討します。

(Ｐ46再掲) 

引き続き、駐輪需要に応じた鉄道駅周辺での駐輪場の整備を検討するとともに、市内８

か所に整備されているサイクル＆バスライド用駐輪場については、設置箇所の周知・ＰＲ

をはじめ、その需要に応じ、拡充を含めて駐輪台数の増設や適正管理等について検討しま

す。 

公共交通機関への自転車の持ち込みについては、そのニーズや社会動向等を踏まえ、必

要に応じて検討します。 

＜事業＞ 

・ 駐輪需要に応じた駐輪場の再整備（適正化に向けた検討を含む） 

・ サイクル＆バスライドの利用促進 

・ サイクル＆バスライドの拡充の検討 など 

 

 

図表 3-14 サイクルアンドバスライドの設置状況 

（出典：茅ヶ崎市作成) 

【継続】公共交通との乗り継ぎ利便性の向上 

駐輪場の看板 



0３方向性ごとの取り組み 
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市民は ・ 鉄道駅やバス停周辺の駐輪場を適切に利用して公共交通を利用

しましょう 

交通事業者・市は ・ 自転車利用者のニーズに応じ、公共交通機関とのさらなる連携

を検討します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

公共交通との乗り継ぎ利便性の向上 

サイクル＆バスライドの利用促進 
   

サイクル＆バスライドの拡充の検討 
   

 

 

 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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④ 災害時における自転車の活用［事業者、市など］ 

 

近年の大規模災害時において、道路閉塞やガソリン不足の状況下等における移動手段と

して自転車が有効に活用されていること等を踏まえて、自転車が有する機動性を活かすこ

とにより、災害時、特に大規模災害時における地域の安全・安心を向上させることが求め

られています。 

災害時の被災状況の把握や情報伝達の手段として、自転車の活用を図ることを検討しま

す。 

＜事業＞ 

・ 災害時における自転車の活用に関する検討 など 

 

【国土交通省における緊急点検用自転車の配備】 

    

＜パトロール車への小径車（折りたたみ式          ＜自転車パトロール訓練の様子 

自転車）の搭載状況＞                          (2016年 6月) ＞ 

(出典)国土交通省資料 

 

関係団体・市は ・ 地域の実情を踏まえた災害時の自転車活用を推進します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

災害時における自転車の活用 

災害時における自転車の活用に関す

る検討 

   

 

 

【新規】災害時における自転車の活用 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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方向性４ まちの魅力に触れる仕掛けづくり ～自転車を楽しむ機会の創出～ 

 

目指す姿 

周辺にある景色やお店を楽しむなどまちの魅力を発見したり、リフレッシュしたりと自転

車に乗ること自体を楽しむ人が増えています。 

自転車に乗りたくなるような工夫をすることで、自転車でまちを回遊する市民や来訪者が

増え、人が行き交いまちがにぎわっています。 

 

上記目指すべき姿をイラストで表現 

  



 

- 63 - 

 

まちの現在 

 市民アンケートでは「健康増進・体力づくり」「趣味・レジャー」での利用割合は前プ

ラン策定時から横ばいで、様々な目的での自転車の利用機会の創出に取り組む必要が

あります。(Ｐ54参照) 

 自転車を活用したにぎわいのあるまちづくりの推進には、サザンビーチや飲食店など

の魅力的なスポットを回遊するため、市民や市外からの来訪者が自転車を気軽に利用

しやすくすることが重要です。 

 令和 3(2021)年には太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルートに指定され、柳島

スポーツ公園が神奈川県唯一のゲートウェイに登録されています。令和７年度には新

たな道の駅のオープンが予定されており、さらなる観光需要の高まりへの対応が必要

です。 

取り組み内容 

① 「自転車のまち」のＰＲ 

② 自転車を活用したにぎわいづくり 

 

期待される効果 

市内で楽しみながら自転車で回遊することで、車ではわからない本市の魅力を発見すると

ともに、まちは活性化されます。 

 

評価指標 

「目指す姿」の実現に向けた指標を次のとおり設定します。 

 サイクルスポーツやサイクルツーリズムなどに関する広報活動が市内外に発信されて

いて、自転車の楽しさをＰＲする取り組みが行われている。 

 シェアサイクルの利用促進や新しい自転車利用の取り組みが進められ、市内外から自

転車でまちを楽しむ人が増加している。 

 移動手段としてだけでなく、自転車に乗ること自体を楽しむ市民が増加している。 
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①  「自転車のまち」のＰＲ［市民、事業者、市など］ 【再掲】 

 

前プランでは「自転車のまち 茅ヶ崎」やその活動を広く発信するため、「ちがさきヴェ

ロ・フェスティバル」など多くのイベントが開催されてきました。 

引き続き、自転車をまちの特徴のひとつとして位置づけ、平成 30(2018)年に製作した

ブランドマークを有効活用しながら、ホームページの活用やイベントの開催を通じて、「自

転車のまち」を市内外に広く発信します。 

＜事業＞ 

・ ホームページの活用や様々なイベントでの広報活動の実施 など 

 

 

これまでの取り組み① ちがさきヴェロフェスティバル(自転車祭)の開催 

自転車の魅力を体感することができる都市型総合イベント。子どもたちが特設コース

でレースを行う「キッズ自転車レース」をはじめ、自転車教室や市内を自転車で巡る企

画など様々なプログラムがあり、子どもから大人まで楽しめるイベントです。 

 

 

 

 

 

 

   

 

これまでの取り組み② 自転車を活用した観光振興に関するパートナーシップ協定の締結 

スルガ銀行と自転車を活用した観光でまちの魅力を再発見する「自転車を活用した観

光振興に関するパートナーシップ協定」を締結しました。 

スルガ銀行と本市は、双方のＳＮＳを活用し、サイクルツーリズムによる周遊観光の

促進を図っていきます。 

 

（出典）スルガ銀行株式会社ホームページ 

【継続】ホームページやイベントでの情報発信【再掲】 
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自転車を単なる移動手段としてだけでなく、自転車のもつ魅力や楽しさに日常的に触れ

られる機会を提供するため、自転車を活用したライフスタイルを提案します。 

市民に対しては、通勤や買い物などの日常的な自転車の利用方法に加えて、スポーツや

趣味などの余暇・健康づくりの手段としての自転車など様々な自転車の楽しみ方、自転車

を使うことによるメリットなどを発信します。 

＜事業＞ 

・ 自転車を活用したライフスタイルの提案 

 

 

 

 

 

市民は ・ 自らが「自転車のまち」を作る一員であることを認識しましょ

う。 

関係団体・市は ・ ホームページや既存イベントなどの開催などを通じ、「自転車の

まち」を積極的にＰＲします。 

・ ブランドマークを活用し、自転車関連施策を一体的に推進しま

す。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

ホームページやイベントでの情報発信 

ホームページの活用や様々なイベン

トでの広報活動の実施   
   

自転車を活用したライフスタイルの提案 

自転車を活用したライフスタイルの

提案 

   

 

  

【継続】自転車を活用したライフスタイルの提案 

 スポーツアンバサダーについて 

作成中 

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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②  自転車を活用したにぎわいづくり［市民、事業者、市など］ 

 

令和元(2019)年８月から神奈川県を中心に湘南地域４市３町でシェアサイクルの実証

実験事業を開始し、湘南地域の観光地の回遊性を高める取り組みを進めています。 

本市にはシェアサイクルのポートが２９箇所整備されており、市域内での移動やまちな

か観光だけでなく、市域を跨ぐ移動や周遊観光においても多く利用されているため、ポー

トの整備を進めています。 

鉄道などにより本市を訪れた方の２次交通手段として、そして日常生活での利便性の向

上を図るためシェアサイクルポートの増設を検討するとともに、レンタサイクルやシェア

サイクルのさらなる利用促進を図っていきます。 

 

＜事業＞ 

・ 既存のレンタサイクル・シェアサイクルの利用促進策の検討 

・ シェアサイクルポートの設置を協議 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡充】シェアサイクルなどの利用促進 【再掲】 

シェアサイクルを活用してみよう！ 

シェアサイクルは様々なシーンで利用できて便利です。ここでは活用方法をいくつかご紹介します。 

 

□飲み会の日の通勤手段として 

□旅先の移動手段として 

□電車が止まった時の緊急移動手段として 

□仕事中の目的地までの移動手段として 
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令和３(2021)年５月に太平洋岸自転車道がナショナルサイクルルート（ＮＣＲ）に指定

され、「柳島スポーツ公園」は神奈川県唯一のゲートウェイに登録されています。 

また、令和７(2025)年度には道の駅「湘南ちがさき」のオープンが予定されているなど、

柳島エリアのさらなる観光需要の高まりが期待できます。 

柳島エリアを拠点としたサイクルツーリズムを検討するとともに、近隣市町や民間事業

者、神奈川県のサイクリング協会や観光協会などと連携することで、市民や来訪者がサイ

クリングを楽しめるイベントを開催するなどサイクルツーリズムを推進します。 

＜事業＞ 

・ 観光拠点等における自転車関連施設の整備（受入環境確保等） 

・ サイクルツーリズムに関する広報活動（情報発信、イベント開催等) など 

 

 

 

図表 3-15道の駅「湘南ちがさき」整備予定地 

（出典：茅ヶ崎市道の駅基本計画（平成 28年３月）、茅ヶ崎市ホームページ） 

 

【新規】サイクルツーリズムの推進 

太平洋岸自転車道とは？ 

太平洋岸自転車道は、千葉県銚子市から神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県の太平

洋岸を結ぶ自転車道。1,487ｋｍの中には富士山や、海などの自然や観光地など見所が満載で

す。途中、写真を撮ったり、地元のおいしいものに出会ったりしながらオリジナルのサイクリングを楽

しめます。 

ぜひみなさんもこの年の思い出に千葉から和歌山までサイクリングをしてみてはいかがでしょうか。 

 



0３方向性ごとの取り組み 
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平成 29(2017)年度に「柳島スポーツ公園」内にサイクルステーションが設置され、イ

ベントの開催やクロスバイクやロードバイク等のレンタルを行っています。 

引き続き、柳島スポーツ公園内のサイクルステーションで、市民が趣味や健康増進を目

的に自転車を活用する機会を増やすなど、サイクルステーションを活用した取り組みを推

進します。 

また、サイクルステーションの効果について調査研究を行い、市内駐輪場等への設置の

可能性を検討します。 

＜事業＞ 

・ 趣味や健康増進を目的とした自転車活用機会の創出 

・ サイクルステーションの効果の調査研究 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【継続】サイクルステーション設置の検討 
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市民は ・ 自転車の楽しみを知り、自転車でお出かけしましょう。 

関係団体・市は ・ サイクルステーションの設置を検討するなど、利用促進策を検

討し、実施します。 

 

 

事業 
短期 

（１～２年） 

中期 

（３～５年） 

長期 

（６～10年） 

シェアサイクルなどの利用促進 

既存のレンタサイクル・シェアサイ

クルの利用促進策の検討 

   

シェアサイクルポートの設置を協議 
   

サイクルツーリズムの推進 

観光拠点等における自転車関連施設

の整備（受入環境確保等） 

  
 

サイクルツーリズムに関する広報活

動（情報発信、イベント開催等） 

   

サイクルステーション設置の検討 

趣味や健康増進を目的とした自転車

活用機会の創出 

   

サイクルステーションの効果の調査

研究 

   

 

  

本取り組みにおける関係者とその役割 

スケジュール 
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推進体制についてご紹介します。 

漁港通り病院道四つ角一帯の街並み(昭和 48年頃)  

茅ヶ崎市所蔵 

(出典) ちがだべ(デジタルアーカイブ) https://chigamu.jp/chigadabe/list/ 
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１ 推進体制 

 本プランを進めるにあたっては、市だけではなく、市民一人ひとり、そして事業者の

理解と協力が不可欠です。そして、それぞれの役割分担により、立場にあった責任あ

る行動・働きかけが目指すまちの姿の実現につながります。「市民」、「事業者」、「市」

が連携を図りながら、創造的に施策を進めていきます。 

 ちがさき自転車プラン推進委員会を継続して開催し、計画の取り組みや施策の見直し

等を行っていきます。 

 

・ 自転車の楽しみを知り、積極的に利用 

・ 一人ひとりが自転車を正しく利用 

・ 自分のライフスタイルを見直し、出来ることから確実

に改善・実行 

・ 社会実験や計画策定に積極的に参加 

・ 一時的な行動ではなく、継続的に実施 

 

・ まちづくりを担う一員として社会的責任と誇りを自覚 

・ プランを推進するため、自主的かつ積極的なサービス

や取り組みの実施、アイデアの創出に努める 

・ 市民・市と緊密に連携し、検討へ積極的に参加 

 

・ プランの進捗状況や市民ニーズなどの把握 

・ 市民、事業者と緊密に連携し、事業を推進 

・ 関係機関（警察、国・県）と緊密に連携し、事業を推

進 

・ 庁内推進体制の強化や近隣市と緊密に調整を行い、取

り組みを円滑かつ継続的に推進 

 

 

 

 

市など

事業者市民

目標とする将来像を実現

連携

連携 連携

市民の役割 

事業者の役割 

市の役割 
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